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秋田市総合都市計画および秋田市国土利用計画の概要について

１ 計画の目的と位置づけ

(1) 秋田市総合都市計画

・「市町村の都市計画に関する基本的な方針（都市計画マスタープラン）」であり、

本市の都市計画に関する基本的な方針を定めるもの

・おおむね２０年後を展望した「目指すべき都市の姿」を描き、その実現に向けた土

地利用や都市施設の整備方針などを定めた「まちづくりの方針」

○都市計画法（抄）

（市町村の都市計画に関する基本的な方針）

第十八条の二 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想

並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する

基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。

２ 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見

を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

３ 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知

事に通知しなければならない。

４ 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。

(2) 秋田市国土利用計画

・本市の土地利用における基本計画

・農用地、森林、宅地等の利用区分に応じた規模の目標や、その目標を達成するため

に必要な事項等を定めるもので、総合的かつ計画的な土地利用を図るための指針

○国土利用計画法（抄）

（市町村計画）

第八条 市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村の区域における国土の利用に関

し必要な事項について市町村計画を定めることができる。

２ 市町村計画は、都道府県計画が定められているときは都道府県計画を基本とするものと

する。

３ 市町村は、市町村計画を定める場合には、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意向を十

分に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

４ 市町村は、市町村計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表するよう努めるとと

もに、市町村計画を都道府県知事に報告しなければならない。

５ 都道府県知事は、前項の規定により市町村計画について報告を受けたときは、第三十八

条第一項の審議会その他の合議制の機関の意見を聴いて、市町村に対し、必要な助言又は

勧告をすることができる。

６ 前三項の規定は、市町村計画の変更について準用する。

資料１
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２ 計画の対象区域

・総合都市計画 主に都市計画区域を対象とする。

・国土利用計画 行政区域を対象とする。

▲ 区域別の面積および人口（市全域に対する率）
※平成31年４月１日現在
※行政区域面積：90,607ha
※行政区域内人口：308,163人

都市計画区域：

一体の都市として総合的に整備し、開

発し、および保全する必要がある区域

市街化区域：

すでに市街地を形成している区域、計

画的に市街化を進める区域

市街化調整区域：

市街化を抑制し、農地や自然を保全し

ていく区域

３ 計画で定める事項

(1) 秋田市総合都市計画

第６次総合都市計画では、都市計画運用指針（国土交通省）において例示されてい

る事項等を踏まえ、次の事項について定めている。

ア まちづくりの理念、まちづくりの目標、将来都市構造

イ 全体構想

・・・土地利用、交通体系の整備、景観形成、その他都市施設の整備の方針等

ウ 地域別構想

・・・全体構想に基づき、地域の現況・課題、住民の意向等を踏まえたまちづく

りの方向性

エ 実現化方策、評価・管理

＜都市計画区域外＞
・面積：49,170ha（54.2%）

・人口： 5,175人（ 1.7%）

＜市街化調整区域＞
・面積：33,851ha（37.4%）

・人口：25,507人（ 8.3%）

＜市街化区域＞
・面積： 7,586ha（ 8.4%）

・人口：277,481人（90.0%）

(行政区域)

(都市計画区域)

都市計画区域

行政区域

市街化区域

市街化調整区域
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(2) 秋田市国土利用計画

国土利用計画（市町村計画）は、国土利用計画法施行令第１条の規定により、次の

３つの事項について定めることとされている。

ア 国土（市土）の利用に関する基本構想

・・・市土利用の基本方針及び利用区分別の市土利用の基本方向

イ 国土（市土）の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要

・・・農用地、森林、宅地等の地目区分及び市街地などの目標年次における面積

や地域区分

ウ イに掲げる事項を達成するために必要な措置の概要

・・・市土の保全及び利用に関して行う施策

４ 主な上位・関連計画

▲ 主な上位・関連計画

＜計画名＞ ＜策定年月＞ ＜計画期間、目標年＞

・第３期ふるさと秋田元気創造プラン 平成30年３月 平成34年度 (期間)

・秋田県国土利用計画 平成30年３月 平成39年 (目標)

・秋田都市計画区域マスタープラン 平成26年７月 平成42年 (目標)

・第１３次秋田市総合計画
平成28年３月 平成32年度 (期間)

・秋田市まち・ひと・しごと創生総合戦略

・第５次秋田市農林水産業・農村振興基本計画 平成28年３月 平成32年度 (期間)

・秋田市環境基本計画 平成29年10月 平成39年度 (期間)

・第４次秋田市地域福祉計画 平成31年３月 平成35年度 (期間)

・第２期秋田市中心市街地活性化基本計画 平成29年３月 平成33年度 (期間)

・秋田市立地適正化計画 平成30年３月 平成52年 (目標)

○秋田市総合計画（H28.3）

○第5次秋田市農林水産業・農村振興基本計画
（H28.3）

○秋田市環境基本計画（H29.10） ○秋田市総合都市計画
-都市計画マスタープラン-
（H23.3⇒改定）

○ふるさと秋田元気創造プラン

（H30.3）

○秋田県国土利用計画

（H30.3）
○秋田市まち・ひと・しごと創生総合戦略（H28.3） ○秋田市国土利用計画

（H23.3⇒改定）

○都市計画区域の整備、開発

及び保全の方針

-都市計画区域マスタープラン-
（H26.7）

○第2次秋田市総合交通戦略（H28.3）
○第2次秋田市公共交通政策ビジョン（H28.3）
○秋田市景観計画（H21.3）
○第2期秋田市中心市街地活性化基本計画
（H29.3）
○秋田市緑の基本計画（H31.3）

○秋田市立地適正化計画

（H30.3）

整合
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【居住誘導区域】

生活サービス機能が集積する周辺や公共交通沿線

など居住を誘導して人口密度を維持するエリアを

設定

【都市機能誘導区域と誘導施設】

医療・福祉など生活サービス機能を提供する施設

の集積を誘導する区域を設定するとともに、区域

内に誘導する施設を設定

都市計画区域

市街化区域

居住誘導区域

都市機能

誘導区域
【区域への誘導を行うための施策】

居住誘導区域に居住を誘導し人口密度を維持する

ための施策、また、都市機能誘導区域に都市機能

を誘導し維持するための施策の立案

【参考】秋田市立地適正化計画

・居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的

なマスタープラン

・立地適正化計画は、第６次総合都市計画等で掲げる多核集約型の都市構造によるコン

パクトな市街地形成を図るための実施計画として策定。

・次期総合都市計画の策定にあたり、両計画の整合を図る。

○都市再生特別措置法（抄）

（立地適正化計画）

第八十一条 市町村は、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内の区域について、都

市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設(医療施設、福祉施設、商業施設その他

の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄

与するものをいう。以下同じ。)の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」と

いう。)を作成することができる。

２ 立地適正化計画には、その区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものと

する。

一 住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針

二 都市の居住者の居住を誘導すべき区域(以下「居住誘導区域」という。)及び居住環境の向

上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の居住者の居住を誘導するために市町

村が講ずべき施策に関する事項

三 都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域(以下「都市機能誘導区域」という。)及び当該

都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設(以下「誘導施設」とい

う。)並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該都市機能誘導区域に当該誘導施設

の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項(次号に掲げるものを除く。)

四 都市機能誘導区域に誘導施設の立地を図るために必要な次に掲げる事業等に関する事項

イ～ハ （略）

五 第二号若しくは第三号の施策又は前号の事業等の推進に関連して必要な事項

六 前各号に掲げるもののほか、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るために必要

な事項

３～１９ （略）

▲ 立地適正化計画の具体のイメージ
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５ これまでの計画策定の変遷

(1) 秋田市総合都市計画

・昭和３２年に「第１次秋田市総合都市計画」を策定以来、おおむね１０年に一度、

計画の見直しを実施。

・第５次計画からは、将来的な人口減少を見据え、コンパクトシティ形成を目指す。

・平成１７年の旧河辺町・旧雄和町との市町合併を踏まえ、第６次計画では、旧３市

町が一体となった都市構造の形成を目指す。

▲ 総合都市計画策定の変遷
※第７次計画の策定年月および目標年次は予定

(2) 秋田市国土利用計画

・昭和６１年に「第１次秋田市国土利用計画」を策定以来、上位・関連計画、関連法

の改定や社会情勢の変化等に対応して、必要に応じ見直しを実施。

・第３次計画からは土地利用に関する関連計画として、総合都市計画と同時一体的に

策定することにより、その整合を図り、類似した作業や方針決定等を一括して実施。

▲ 国土利用計画策定の変遷
※第４次計画の策定年月および計画期間は予定

計画 策定年 計画期間

１次 昭和６１年３月（１９８６年） 平成　７年（１９９５年）

２次 平成１０年３月（１９９８年） 平成２２年（２０１０年）

３次 平成２３年３月（２０１１年） 平成３２年（２０２０年）

４次 令和　３年３月（２０２１年） 令和１２年（２０３０年）

計画 策定年 目標年 目標人口

１次
昭和３２年３月
（１９５７年）

昭和４８年
（１９７３年）

約２５万人

２次
昭和４０年３月
（１９６５年）

昭和６０年
（１９８５年）

約３０万人

３次
昭和５６年９月
（１９８１年）

平成１２年
（２０００年）

約４０万人

４次
平成３年８月
（１９９１年）

平成２２年
（２０１０年）

約４０万人

５次
平成１３年３月
（２００１年）

平成３２年
（２０２０年）

約３３万人

６次
平成２３年３月
（２０１１年）

平成４２年
（２０３０年）

約２６万人

７次
令和３年３月
（２０２１年）

令和２２年
（２０４０年）

－

・『人口増加を前提と

したまちづくり』か

らの転換

・人口、経済の成長を

見据えた計画的な市

街地の形成

・市街地の無秩序な拡
大の防止
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６ 現計画の概要

(1) 第６次秋田市総合都市計画

・少子高齢化・人口減少を見据え、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で

快適な生活環境を実現すること、さらに、財政面および経済面において持続可能な

都市を目指し、多様な生活サービス施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をは

じめとする地域住民が公共交通等により、これらの生活サービス施設等を容易に利

用できるよう、「都心・中心市街地」と６つの「地域中心」を核にした多核集約型

の都市構造によるコンパクトな市街地形成を将来都市構造として掲げる。

・市町合併による、土地利用の規制内容が異なる「旧秋田都市計画区域（線引き）」

と「旧河辺都市計画区域（非線引き）」を統合し、区域区分制度により、無秩序な

都市の拡大を防止する旨方針を位置づける。

▲ 本市が目指す多核集約型都市構造のイメージ

区域区分（線引き）：

都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化

区域と市街化調整区域との区分を定めること
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▲ 第６次秋田市総合都市計画における将来都市構造図

都心・中心市街地・・・・中心市街地を含む秋田駅から山王地区

各地域中心・・・・・・・東部：秋田駅東地区 西部：新屋地区、

南部：秋田新都市地区 北部：土崎地区、

河辺：和田地区 雄和：妙法地区

土崎地区

秋田駅東地区

新屋地区

妙法地区

和田地区

秋田新都市地区

都心･中心
市街地
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(2) 第３次秋田市国土利用計画

・健康で文化的な生活環境の確保と市土の均衡ある発展を図ることを目的に、農用地、

森林、宅地等地目区分ごとにあるべき面積の目標を示し、その目標を達成するため

の措置を定めた土地利用方針

・市民をはじめとする多様な主体との協働のもと、暮らしの質の維持と向上、産業の

維持と育成、豊かな自然環境の保全活用を図りながら、それぞれの機能が調和した

「持続可能な都市」の形成に向けた土地利用の展開を目指す。

▲ 市土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標（第３次秋田市国土利用計画）
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▲ 第３次秋田市国土利用計画における土地利用構想図


